
様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20210 0 0 2 0 9

件 名 等 リサイクルプラザ容器包装プラスチック処理設備設置工事

契 履行場所 南相馬市原町区上北高平字東高松地内

種 類 工事
約

容器包装プラスチック圧縮梱包機　　１台

・処理能力　　　　　容器包装プラスチック  約500kg/h以上（かさ比重0.025t/m3のとき）
内

・操作能力　　　　　全自動運転及び手動運転

・プレス方式　　　　油圧縦型圧縮方式
概 要

・対象物　　　　　　容器包装リサイクル法の容器包装プラスチック容
・圧縮成形品寸法　　幅６４０mm×奥行４３０mm×高さ３５０mm程度

・圧縮成形品重量　　容器包装プラスチック重量で１５～２０ｋｇとすること。

メタウォーター株式会社　東北営業部
名 称

相

手 代 表 者 部長　伊藤　克美

方 宮城県　仙台市　青葉区一番町一丁目９番１号仙台トラストタワー
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　当該業者は本施設設備製造を行った栗本鉄工所より全て技術譲与されており、今回の工事においても適切かつ

的確な施工が見込まれるとともに、本施設機器の適切な性能維持にかかる設備設置の履行可能な業者は当該業者

のみであることから、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号により随意契約とする。
随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　市民生活部生活環境課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20210 0 0 2 1 6

件 名 等 小高北部浄水場　ろ過機ろ材交換工事

契 履行場所 南相馬市小高区北鳩原字柿ノ木下　地内

種 類 工事
約

ろ過機ろ材交換　2基分

試運転調整　2基分
内

概 要
容

理水化学株式会社　仙台支店
名 称

相

手 代 表 者 支店長　大友　哲也

方 宮城県　仙台市　青葉区北目町１番１８号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本工事は、小高北部浄水場の本装置の機能を維持し、安定した水質を図るためにろ過機2基分のろ材を交換す

るものである。

　ろ過機は当該業者の施工した製品であり、施工時には操作・点検・調整が必須となることから、本工事を履行
随

できるのは当該業者のみとなるため、随意契約としたい。

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　建設部水道課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20210 0 0 2 2 4

件 名 等 原町第一下水処理場機械設備修繕工事

契 履行場所 南相馬市原町区錦町三丁目地内

種 類 工事
約

機械設備修繕

　Ｎｏ.４し渣搬出機　　　１台
内

　Ｎｏ.５終沈汚泥掻寄機　１台

概 要
容

三機環境サービス株式会社　東北営業所
名 称

相

手 代 表 者 所長　神谷　俊一

方 宮城県　仙台市　青葉区一番町二丁目８番１０号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　当該業者は既存機器の製造メーカであり、修繕対象の部材も製造メーカー特有のものであるため、当該業者以

外では機器の性能を維持できないことから、随意契約とするもの。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　建設部下水道課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20210 0 0 2 2 5

件 名 等 小高西部浄水場第2配水池　水位計更新工事

契 履行場所 南相馬市小高区金谷字若林　地内

種 類 工事
約

水位計更新　1台

内

概 要
容

株式会社日立製作所　東北支社
名 称

相

手 代 表 者 支社長　成田　新

方 宮城県　仙台市　青葉区一番町四丁目１番２５号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

本工事は、小高西部浄水場第2配水池の水位計を交換し、配水池の水を過不足なく供給するためのものである。

水位計本体と関連する機器が日立製作所の製品であり、運転制御に影響することから、随意契約としたい。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　建設部水道課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20210 0 0 2 2 7

件 名 等 大森マンホールポンプ修繕工事

契 履行場所 南相馬市鹿島区南海老字豊前屋敷地内

種 類 工事
約

Ｎｏ.１ポンプオーバーホール　１台

内

概 要
容

クボタ機工株式会社　東北営業所
名 称

相

手 代 表 者 所長　廣田　雅則

方 宮城県　仙台市　青葉区一番町四丁目６番１号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　当該業者は既存機器の製造メーカーであり、修繕対象の部材も製造メーカー特有のものであるため、当該業者

以外では機器の性能を維持できないことから、随意契約とするもの。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　建設部下水道課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20210 0 0 2 6 6

件 名 等 牛越浄水場急速ろ過機ろ材交換工事

契 履行場所 南相馬市原町区牛越字下川原　地内

種 類 工事
約

急速ろ過機ろ材交換

・アンスラサイト　6.39㎥
内

・マンガン砂　11.07㎥

・支持砂利　8.55㎥
概 要

容

水ｉｎｇエンジニアリング株式会社　東北支店
名 称

相

手 代 表 者 支店長　保田　市生

方 宮城県　仙台市宮城野区　榴岡二丁目５番３０号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

急速ろ過機システムは当該業者の製品であり、施工時にはシステムの操作・点検・調整が必須となることから、

本工事を履行できるのは当該業者のみのため随意契約としたい。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　建設部水道課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20210 0 0 2 9 6

件 名 等 野馬追通り銘醸館地震被害改修工事

契 履行場所 南相馬市原町区本町二丁目地内

種 類 工事
約

改修工事

・明治蔵外壁等補修　・昭和蔵軒天見切り補修　・一番蔵内外壁等補修　・二番蔵外壁等補修　・食彩庵内壁、
内

柱等補修　・門柱等補修

概 要
容

東北建設株式会社
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役社長　太田　由美子

方 南相馬市　原町区東町三丁目４１番地
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

□ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

■ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本工事は、令和３年２月１３日に発生した震度６弱の地震により、野馬追通り銘醸館が外壁の崩落などの被害

を受けたことから、その復旧のために実施するものである。

　施設のさらなる被害拡大を防ぎ、銘醸館利用者の安全を確保するため、早急な復旧が必要であることから、迅
随

速かつ適切な対応ができ、野馬追通り銘醸館の施設修繕において実績を有し、当該蔵造等の施設構造を熟知して

いる当該事業者と随意契約するもの。意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　経済部観光交流課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20210 0 0 2 9 9

件 名 等 西部浄水場薬品注入設備更新工事

契 履行場所 南相馬市小高区大田和字広畑　地内

種 類 工事
約

薬品注入設備更新工事

Ｎｏ.２　PAC注入機　1台
内

Ｎｏ.１　次亜塩素酸ナトリウム注入機　1台

概 要
容

株式会社ウォーターテック　北日本支店
名 称

相

手 代 表 者 支店長　林　直道

方 宮城県　仙台市　宮城野区榴岡２丁目２番１０号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

本工事では、薬品注入機の制御部分において既存設備との接続に互換性が必要なため、既設機器を製造・設置し

た当該業者でしか施工できないことから随意契約としたい。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　建設部水道課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030


